












要約:三歳児視覚健診が全国的にどのように実施されているかを把握するため,都道府県,

政令指定都市の現状を調査した。その結果,平成 5 年度では 47 都道府県のうち,四歳児視

覚健診を実施している 1 県(政令指定都市 2 市を含む)を除いて,全都道府県で実施されて

いた。

健診の実施体制としては,二次健診は保健婦等が視力検査を行い,問診票の結果を参考に事

後措置の判定をするところが多い。その際,眼科医や小児科医の協力を得ているところを

含めると 30 都道府県がこの体制である。二次健診に眼科医が出務しているところは 1 府

9 県で,その他は二次健診は行わず,一次健診の結果と問診票を参考に保健婦が判定して受

託医療機関を紹介する体制であった。一次健診に使用する視標は,ラ環視標が 31 府県,絵

視標が 12 都道府県,両者併用 2 県(一部併用を含む),ラ環視標と E 視標一部併用 1 県であ

った。二次健診で屈折検査を実施しているところは 5県のみである。都道府県レベルで健

診委員会を組織しているところは 14 県であった。実施に当っての問題点としては,健診の

意義が,保護者に十分理解されていない,保健所職員の不足,眼科健診の経験不足等の指摘

があった。

一部ではあるが健診結果の資料を得たが,要精健者は一次受診者の 1.4%～8.3%と地域によ

り差が認められた。


